
機能性表示食品の
リスクとベネフィット

食のリスクコミュニケーション・フォーラム2023

第4回テーマ：『健康食品のリスコミのあり方』
日時：2023年10月29日（日）
場所：東京大学農学部中島董一郎記念ホール＆Zoom会議

NPO法人食の安全と安心を科学する会（SFSS)

理事長／獣医学博士
山崎 毅（やまさき・たけし）

https://www.nposfss.com/

食の安全と安心

と検索してください！

@NPOSFSS_event

https://twitter.com/NPOSFSS_event




『栄養と料理』2020年8月号より
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◎＜徳島県主催／消費者庁共催＞
令和4年度食の安全安心に向けたリスクコミュニケーション（3/12)

「ホントに安全？知りたい、健康食品のリスクってなんだろう」

【日時】令和5年3月12日［日曜日］13時00分～16時10分
【場所】ザ・グランドパレス徳島 3階 グランドルーム（徳島市）

【プログラム】
（1）『伝えたい！「健康食品」についての19のメッセージ』
講師：脇昌子氏（内閣府食品安全委員会 委員）

（2）『”情報”で読み解くサプリメントへの過大な期待に潜むリスク』
講師：種村菜奈枝氏（国立健康・栄養研究所 健康食品情報研究室長）

（3）『保健機能食品のリスクとベネフィット』
講師：山﨑毅氏（SFSS理事長／獣医学博士）

（4）公開ミニ講座（スマート・リスクコミュニケーション）
〇出演者 徳島県リスクコミュニケーター
〇専門家 脇昌子氏、種村菜奈枝氏
〇ファシリテーター 山﨑毅

（5）自由討議（質疑応答）
*それぞれの概要、資料がPDFファイルでご覧いただけます。

https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2023042400018/



食品中の健康リスクはどの程度？

① 食品の微生物汚染
② 食品の化学物質汚染
③ 食品への異物混入
④ 食品の放射能汚染
⑤ 食品中の添加物
⑥ 食品中の残留農薬
⑦ 遺伝子組換え／ゲノム編集食品
⑧ 食品の誤表示
⑨ 食品テロ（意図的犯罪）
⑩ 食品そのもの（健康食品を含む）

＊いまの日本で人体への直接的健康リスクが最も大きい
と思われるものを、以下より３つ選んでください。



ものを怖がらな過ぎたり、
怖がり過ぎたりするのは
やさしいが、
正当に怖がることは
なかなかむつかしい。

～寺田寅彦～

現代はたしかに正当なリスク＆ベネフィット認知が
難しい環境にあり、許容判断が容易ではない。だか
らこそ、科学的根拠に基づいたリスク＆ベネフィッ
トの評価が合理的商品選択の参考となる。



『衛生の友』2020年2月号巻頭コラムより

• 「リスク」は、将来どの程
度危険なのかというものさ
しなので、不確実性をとも
なう。

• 危険とは健康被害もあれば
、経済的損害・価値や名誉
の損失などもありうる。

• 将来起こりうる危険の「頻
度」✖「重篤度（深刻度）

」でその大きさを計る。



https://note.com/takyam60/n/n2d9cb7de7c14



安全（Safety）の定義
人への危害または損傷の危険性が許容可能な
水準に抑えられている状態

許容可能なリスク（Tolerable Risk）＝残留リスクが残っ
ている状態でも、「安全」と言える。ゼロリスクではない。

https://www.sej.co.jp/products/anshin/safety_2304.html



安心は主観的なものであり、
判断する主体の価値観に依存する

• 人により、状況により、国により、文化により、
宗教により安心の度合いは異なる

• 安心は“信頼する”“信じる”という人間の心
と強く関係している

• 安心の反対概念は「心配」ないし「不安」

お寿司屋さんでは、生魚を提供しているからリスクがあり
「安全」ではないのかというと、リスク管理がきちんとできて
いれば「安全」です。さらにそのお寿司屋さんが「信頼」でき
るお寿司屋さんなら「安心」ですよね。いくら食品が安全で
も、信頼できない人からでは安心して買えない。だからこそ
信頼されるリスコミが重要です。

「健康食品」というからには健康によいものだと「安心」して
しまう消費者が多いですが、本当に「安全」ですか？



食のリスクコミュニケーション
（リスコミ）の基本

1. 食品中ハザードのリスク評価＆リスク管理
が綿密にできているか（リスクの大小が正
確にわかっているのか）

2. その健康リスクが当該消費者にとって許容
範囲か（安全か）どうか

この２点をわかりやすく伝えれば、消費者自身が安全
か否かのリスク判断ができるはず・・

@NPOSFSS_event

まずは食のリスクの大小を
正しく理解し説明できますか？

https://twitter.com/NPOSFSS_event


リスク評価＆管理ができていても、
リスコミは容易ではない。
なぜなら・・

消費者のリスク認知には
バイアスがある（リスク誤認）

消費者はリスクの大小を
勘違いして不安になる場合がある。

だから、そのリスク誤認を解消す
るための優しいリスコミが

重要ということ

@NPOSFSS_event

https://twitter.com/NPOSFSS_event


リスク認知バイアス①（リスク誤認？）

安全 危険ＯＲ

中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊

添加物不使用
自然食品

添加物配合
加工食品ＯＲ

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち



リスクのトレードオフの実例

@NPOSFSS_event

（比較的小さなリスクを回避することで、さらに大きな実害に遭ってしまうケース）

• 食品添加物の健康リスクを恐れて、添加物を適正に
使用しなかった野菜のO157汚染で死亡！

• 残留農薬の健康リスクを恐れて、有機野菜のカビ毒
で食中毒！

• グルテンのリスクを恐れて、グルテンフリーの健康食
品の副作用被害に！

• ＨＰＶワクチンの副作用を恐れて接種せず、子宮頸が
んを発症して死亡！

リスク回避のポイントは『リスクのトレードオフ』
～子宮頸がんワクチン問題を考察する～ 2017年12月
https://nposfss.com/c-blog/cervical_cancer/

https://twitter.com/NPOSFSS_event


実際のリスク比較は・・

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち

安全･安心
リスク評価済み

安全･安心？
リスク未評価

ＯＲ

化学合成
添加物

添加物不使用
食品

ＯＲ



リスク認知バイアス①（リスク誤認？）

安全 危険ＯＲ

中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊

キノコの
健康食品

医薬品
制がん剤ＯＲ

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち



食品安全委員会： 『「健康食品」についての19のメッセージ』
https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.data/kenkosyokuhin_message.pdf



食品安全委員会： 『「健康食品」についての19のメッセージ』
https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.data/kenkosyokuhin_message.pdf

↑ ↑ ↑ ↑
おそらくこれが最も大きな
健康食品のリスクです！
⇒寿命を短くした方が多いはず



機能性表示食品と医薬品の
生活習慣病に対するリスク影響は？

スタチン ﾌﾟﾛｼｱﾆｼﾞﾝ

医薬品
コレステロール

低下剤

機能性表示食品
LDL低下作用

大 リスク低減効果 小

小~中 副作用リスク 極小

副作用リスク
が「小」以上だ
と、摂取するメ
リットなし



副作用発現量
NOEL

摂取量
ＮＯＥＬ 副作用発現量摂取量

暴露量

人
体
へ
の
効
果
と
毒
性

医薬品

健康食品

摂取量と副作用発現量の距離感のイメージ

健康食品は効果がマイルドな分、
摂取量と副作用発現量の距離が遠い
⇒ 副作用が発現しにくい

・SFSS理事長雑感2015年12月
http://www.nposfss.com/blog/healthfood.html



消費者のリスク認知バイアス②

やっぱり放射能は怖い。
どのくらいの放射線で

癌になるのかわからないな
ら、子供たちに放射能汚染
食品は絶対与えないわ。

リスク･イメージの因子分析（Slovic）

因子Ⅰ：恐ろしさ因子
因子Ⅱ：未知性因子
因子Ⅲ：災害規模因子

不安を助長する
３因子

岡本浩一著 『リスク心理学入門』
サイエンス社刊 より



中西準子＠日本学術会議総合工学シンポジウム（ September 5, 2013 ）
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/130905c.pdf

しきい値無し直線仮説（Linear 

Non-Threshold : LNT仮説）とは？
 

放射線の被ばく線量と影響の間に
は、しきい値がなく直線的な関係が
成り立つという考え方。放射線の人
体への影響は100mSv以下では 影
響が小さすぎて見えない ので、放射
線防護のために、この仮説を用いる。

100mSv未満はわからない
⇒未知性因子を刺激

⇒不安



Q（消費者）：福島県産の農産物や食品の放射能レベルは気にす
べき健康リスクなのでしょうか？

A（SFSS）：まったく心配する必要のない放射線レベルで、我々が
毎日摂取している通常食品からの被ばく量と変わらず、許容範囲
のリスク（＝安全）です。

https://nposfss.com/qa/q_09/



Q7：世界中の原発施設で海洋放出されているので問題ないとのことで

すが、実際にトリチウム処理水を海洋投棄した地域ではがん患者が多
い、という疫学データがあると聞きました。本当なのでしょうか？

トリチウム処理水のスマート・リスクコミュニケーション
https://nposfss.com/c-blog/tritium/

A7：トリチウム処理水の海洋放出をしている地域と海洋放出をまったくしていな
い地域で、がんの発症率を比較した場合に、明確にトリチウム処理水の年間
放出量とがん発症率に因果関係があれば、それは大問題ですね。しかし、そ
のような疫学研究報告を我々は知りませんし、専門家の方々も現時点でトリチ
ウム処理水の海洋放出量と地域住民のがん発症率に相関があったという信頼
できる報告はないと評価しております。
もしそのような疫学データがあるとのことでしたら、本当にトリチウム処理水の
年間海洋放出量と地域住民のがん発症率に明確な因果関係があったと、複数
の根拠データをもって再現できているか（処理水放出量が2倍、4倍になると、
がん発症率もパラレルに上昇しているか？）を、確認されたほうがよいと考えま
す。残念ですが、がん発症率の違う地域をあえてピックアップして、トリチウム
処理水のせいでがんが増えた・・などと誤った結論を導かれる疫学論文もある
ので要注意です。



『ファクトチェックの取組みと情報利活用について』（SFSS山﨑毅）
国立健康・栄養研究所HP､ 「専門家に聞きました第15回」（2023/10/17）
https://nposfss.com/news/hfnet_column1/

ファクトチェックとは、社会に広がっている情報・
ニュースや言説が事実に基づいているかどう
かを調べ、そのプロセスを記事化して、正確な
情報を人々と共有する営みです。
一言でいえば、「真偽検証」です。



https://nposfss.com/fact-check/shincho_20190131/



トリチウム



「わからないもの」は不安を煽る ～情報開示のあり方を考える～
~理事長雑感2015年5月号
https://nposfss.com/c-blog/information_elucidation/

• リスクの大きさがわからないと、将来の健康被害
の可能性がわからないこと（未知性因子）により
不安を助長➡綿密なリスク評価が必要

• ベネフィット（機能性）が臨床データなどの科学
的根拠により説明できないと、機能性を謳うこと
自体が優良誤認➡食品表示法＆景表法違反

• リスク＆ベネフィットが科学的根拠に基づき、
わかりやすく説明できれば不安解消

健康食品も安全性と機能性が科学的根拠
に基づき評価されていることが重要



食品安全委員会： 『「健康食品」についての19のメッセージ』
https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.data/kenkosyokuhin_message.pdf

だから食品事業者から自主的に安全性／
機能性情報を開示させるのが・・

機能性表示食品制度



いわゆる健康食品が機能性表示食品に
格上げするとなぜ医療費抑制になるのか

ビルベリー ビルベリー

いわゆる健康食品

毎日クッキリ・明るい毎日
ビルベリーエキスがたっぷり４０ｍｇ

芸能人の〇〇が絶賛

機能性表示食品
届出番号：A199

Effective？⇒Questionable

眼精疲労を緩和：査読つき臨床論文あり
ビルベリーエキス１６０ｍｇ
ＧＭＰ基準施設にて製造

Possibly Effective



厚生労働省_冊子Vol.1—30117より



『栄養と料理』2020年8月号より



『栄養と料理』2020年8月号より

http://ascon.bz/

機能性表示食品の届出情報を検証する
第三者機関：ASCON
（一社）消費者市民社会をつくる会 科学者委員会
事務局長 山﨑 毅

http://ascon.bz/


http://ascon.bz/

「A」：有効性について十分な科学的根拠がある （RCT論文が５報以上あり、
有効の判定が７５%以上、もしくはシステマティックレビューで有効の場合、
あるいは最終製品での肯定的RCT論文が２報以上の場合）

「B」：有効性についてかなりの科学的根拠がある （RCT論文が2報以上あり、有効の
判定が６５％以上の場合、あるいは最終製品でのRCTが１報の場合）

「C」：有効性についてある程度の科学的根拠がある （RCT論文が1報のみ、あるいは
2報以上で有効と無効が拮抗する＝有効の判定が６５％未満の場合）

「保留」：消費者庁ガイドラインへの適合性とともに、統計学の利用法などガイドラインに
詳細を明記されていない事項に関して有効性の科学的根拠が不足しており、
委員会の独自基準（ABC判定）をクリアしていない場合に、届出者からの
追加資料を待つという意味で評価判定を保留とする。

機能性表示食品の届出情報を検証する
第三者機関：ASCON
（一社）消費者市民社会をつくる会 科学者委員会
事務局長 山﨑 毅

http://ascon.bz/


機能性表示食品の届出情報を検証する
第三者機関：ASCON
（一社）消費者市民社会をつくる会 科学者委員会
事務局長 山﨑 毅

http://ascon.bz/archives/996



https://www.caa.go.jp/notice/entry/033865/



機能性表示食品は、消費者の選択肢を広げるために登場した、と初めに触れました。
健康を意識するようになった人が新しい健康習慣を確立するための「きっかけ」として、科
学的根拠がより明確な選択肢が多くあれば、より多くの人が健康長寿を手にする

可能性が高まります。また、食べ物で生活習慣病のリスクを低減していく意識が高まれば
、運動や休養にも関心が高くなるであろうことは想像にかたくありません。やがてそれが
国民全体の健康寿命延伸にもつながるとすれば、たいへん大きな意味のあることです。
だからこそ、安全性や機能性の確かさが問われます。

機能性表示食品では、企業の裁量による「届出制」をとっているので、ある意味どうして
も「性善説」に基づかざるをえない面があります。けれども、これまで私がASCONの検証
事業に携わって機きた実感では、機能性に関しては9割がた、届出内容の科学的根拠は

許容できるものです。ただしそれは、あくまで「食品の機能性」です。コレステロールを下
げる機能性表示食品を食べていれば脂質異常症が治るわけではありません。野菜や魚
と同じように「劇的な効果はないけれど、毎日適量を食べ続ければ、改善を助ける可能性
がある」という食事療法の一環という感覚でとらえてください。

『栄養と料理』2020年8月号より



今川正紀（2022) 「指定成分等含有食品による「健康被害情報の届出」の現状報告」
厚生労働省「改正食品衛生法の施行に関する説明会」（令和４年３月16日（水））より



今川正紀（2022) 「指定成分等含有食品による「健康被害情報の届出」の現状報告」
厚生労働省「改正食品衛生法の施行に関する説明会」（令和４年３月16日（水））より



今川正紀（2022) 「指定成分等含有食品による「健康被害情報の届出」の現状報告」
厚生労働省「改正食品衛生法の施行に関する説明会」（令和４年３月16日（水））より



https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouka/files/r2/hyouka1/05_shiryou3.pdf

令和2年度第1回 東京都食品安全情報評価委員会
＜資料3＞令和２年度第１回「健康食品」による健康被害事例専門委員会からの報告

症状・異常所見等で最も多かったものは
「発疹・発赤・掻痒」の１０６名で、全体の

４１．１％を占めている。次いで「肝機能
障害・肝機能検査値異常」が４３名（１６．

７％）、「胃痛・胃部不快感・吐き気」が３４
名（１３．２％）であった。

平成１８年７月１日から令和２年５月３１日までに、東京都内の医師会、薬剤師会が収集
したのべ383事例（299人）の集計結果

なお、症状・異常所見と製品との因果関
係については、疑わしいものとして情報
提供を受けたものであるが、確定された
事例はなかった。



食品安全委員会： 『「健康食品」についての19のメッセージ』
https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.data/kenkosyokuhin_message.pdf

The Dose Makes Poison
（毒か安全かは量で決まる）
～パラケルスス（1533）～



植物性イソフラボンは
女性ホルモン様作用を有するため
女性に対する安全性に懸念あり

食品安全委員会ホームページより
http://www.fsc.go.jp/sonota/daizu_isoflavone.html#21

問１９：
大豆イソフラボンの安全な一日摂取目安量の上限値70〜75mg/日（大豆イソフラボンアグリコン換算値）は、
どのようにして設定されているのですか。
 

以下の２つの観点から設定しております。
[1] 食経験に基づく設定
日本人が長年にわたり摂取している大豆食品からの大豆イソフラボンの摂取量により、明らかな健康被害
は報告されていないことから、その量は概ね安全であると考えました。そこで、平成１４年国民栄養調査から
試算した、大豆食品からの大豆イソフラボン摂取量の９５パーセンタイル値70mg/日（64〜76mg/日：大豆イ
ソフラボンアグリコン換算値）を食経験に基づく、現時点におけるヒトの安全な摂取目安量の上限値としました
。
[2] ヒト臨床研究に基づく設定
海外（イタリア）において、閉経後女性を対象に大豆イソフラボン錠剤を150mg/日、５年間、摂取し続けた試
験において、子宮内膜増殖症の発症が摂取群で有意に高かったことから、大豆イソフラボン150mg/日はヒト
における健康被害の発現が懸念される「影響量」と考えました。摂取対象者が閉経後女性のみであることや
個人差等を考慮し、150mg/日の２分の１、75mg/日（大豆イソフラボンアグリコン換算値）をヒト臨床試験に基
づく、現時点におけるヒトの安全な摂取目安量の上限値としました。

上記[1]及び[2]から、現時点における大豆イソフラボンの安全な一日摂取目安量の上限値は、大豆イソフラ
ボンアグリコンとして70〜75mg/日と設定しました。



薬が必要な人が服薬せず自己判断で機能性表示食品に頼ったら、投薬の機会損失に
より命にかかわるリスクが生じます。病気の治療中の人は、かならず医師に相談するよ
うにしましょう。 機能性表示食品の届出事業者の皆さまには、「毎日食べても安全」を担
保するために、安全性のチェックをいっそうきびしく行なっていただきたい。
機能性食品を評価するクリテリア（規範）として私がたいせつにしていること。
それは「機能性には寛容に、安全性にはきびしく」です。
なぜなら「効果は限定的でも副作用の心配はない」という
のが、食品の食品たるゆえんだからです。

そして私たち消費者は、食品ゆえの限界を正しく
理解したうえで、合理的な選択をしていきましょう。
機能性表示食品の品質を認証するGMPマークも、
その目安の一つになるでしょう。

『栄養と料理』2020年8月号より



食品安全委員会： 『「健康食品」についての19のメッセージ』
https://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.data/kenkosyokuhin_message.pdf

サプリメントに関しては医薬品に準ずる
ＧＭＰ基準を義務化すること。
健康食品の安全性は製造・品質管理基
準に依存する！



https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_200122_05.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_200122_05.pdf


https://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/tokuho_kangaekata.pdf

特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方 
平成16年7月21日 

内閣府食品安全委員会 新開発食品専門調査会

（１）食経験

通常、個々の食品の安全性については、それらの長い食経験を通じて担保されてきたものである
。このような観点から、当該食品の食経験について、具体的なデータ等を踏まえて判断し、評価を行
うことが重要である。

当該食品について、原料、製造・加工方法等を変えることなく、同じ製品（関与成分）が食生活の一
環として長期にわたって食されてきた実績があると社会一般的に認められるような場合であって、か
つ、これまで安全性上の問題がない場合には、安全性評価を要しないと考えられる。

一方、これまでに十分な食経験がないか、又は乏しいと判断される場合（例えば、量的に多く含ま
れている場合など）や、当該食品中の関与成分以外の成分が通常の食品成分でない場合、また、
特に、製造・加工及び摂食方法等が著しく異なるような場合には、安全性について十分評価する必
要がある。

食経験に関するデータ・情報
⚫ 食習慣等を踏まえ、関与成分又は含有食品の日常的な摂食量のデータ
⚫ 市販食品中の当該成分の含有量のデータ
⚫ 諸外国における食経験（使用実績）、摂食量等のデータ
⚫ 当該食品の調理方法（加熱の有無）等に関するデータ

⚫ 既に許可された特定保健用食品がある場合、又は当該食品が既に市販されている場合、当該
食品中の関与成分の含有量、許可・市販された時期、これまでの販売量等に関するデータ

※ データは、可能な限り、数値等による具体的なものであること。



https://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/tokuho_kangaekata.pdf

特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方 
平成16年7月21日 

内閣府食品安全委員会 新開発食品専門調査会

（２）in vitro及び動物を用いたin vivo試験等
in vitro及び動物を用いたin vivo試験等において、安全性に係る用量－反応関係、毒性所見等の

幅広い情報を得ることにより、ヒトにおける影響をある程度まで推察することが可能となることから、
これらの試験等は、当該食品又は関与成分の安全性を確認しておく上で重要である。また、これら
毒性試験の検体に関する情報（例えば、当該食品の製造に用いられる関与成分か否か等）につい
ても必要である。

特に、これまでヒトによる十分な食経験がないか、又は乏しいと判断される場合には、当該試験に
より、安全性について十分評価することが必要である。

in vitro及び動物を用いたin vivo試験等に関するデータ・情報
⚫ 原則として、次の試験データ
－遺伝毒性試験データ
－単回経口投与試験データ（急性毒性）
－２８日間又は９０日間反復経口投与試験データ

⚫ 必要に応じて、１年間の長期経口投与試験、抗原性試験、アレルギー誘発性に関する試験、繁
殖試験、催奇形性試験、発がん性試験等のデータ

⚫ その他、許容量（値）を設定する場合には、例えば、添加物等の国際許容値等に関するデータ等

⚫ 関与成分が微生物の場合には、抗生物質耐性遺伝子等のプラスミドトランスファーの可能性に
ついての情報等

※試験データについては、ヒトに外挿した場合も考慮し、検査異常値、剖検所見での異常等につい
て十分考察されていること。



機能性表示食品のリスク評価／管理＆
リスコミはどうあるべき？
1. 機能性関与成分＆それを含有する天然抽出物のリスクア

セスメントができる限り綿密に実施されていること
① 食経験の調査／観察研究／有害事象調査など
② 添加物に近いレベルの安全性試験（in vitro/in vivo/human）
③ 市販後の有害事象情報の収集／評価

2. 機能性関与成分が安定的に有効／安全に働くことを担保
する製造・品質管理（リスクマネジメント）
① 第三者認証によりリスク管理状況が文書化されていること
② サプリメント形状の場合、GMP認証の義務化が望ましい

3. 上記のリスク評価／管理情報が消費者市民にわかりやす
く開示されていること（消費者庁HPの届出情報だけでな
く、双方向のリスコミも必要）



リスク情報の送り手で
最も説得効果が高いのは？

•魅力的⇒好感度が高い

•受け手と類似性が高い
⇒市民との交流、ボランティア活動、SNS等

•信憑性がある
⇒信頼性（中立な立場で情報提供して
いるという信念）
⇒専門性（メッセージについて専門的知
識をもっているという信念）

広田すみれほか編著 『心理学が描くリスクの世界』 慶應義塾大学出版会刊 より

SNS対策
にも有効



安心＝安全Ｘ信頼
「安心」は社会全体として創りあげていくもの。

食品事業者は「安全第一」を基本として、リスク評
価＆リスク管理を綿密に行ったうえで、すべての消
費者市民に「安全情報」を正直に開示していく使命
がある。また、お客様の価値観に依存する「安心情
報」も、ご要望に応じて誠実にお伝えすることで、
信頼が得られ、社会全体の「安心」につながる。

@NPOSFSS_event

https://twitter.com/NPOSFSS_event
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特集：安全・安心のイノベーション
論文Ⅷ 『安全・安心とリスクコミュニケーション 食品分野を中心に』 
山崎毅（SFSS 理事長）

 https://iir.hit-u.ac.jp/blog/2019/12/10/br67-3-2019/

https://t.co/VqtsA0nKR1
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